
 

 

認証後未登記団体に関する取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号。以下「法」とい

う。）第12条の規定により横浜市長（以下「市長」という。）から設立の認証を受

けた特定非営利活動法人の設立の申請者（以下「申請者」という。）が、法第13条

の規定による登記を行っていない場合の取扱いに関し必要な事項を定めることによ

り、所轄庁として法に基づく適正かつ円滑な事務の執行を図るとともに、市民に対

し適切に必要な情報を提供することを目的とする。 

 

 （催促書の送付） 

第２条 市長は、設立の認証があった日から３月を経過しても、なお法第13条第２項

で定める設立登記完了届出書を提出しない申請者がいるときは、当該申請者に対し、 

設立登記完了届出書の提出を促す催促書を送付するものとする。 

２ 前項の規定による催促書は、当該申請者の住所に送付するものとする。 

 

 （督促書の送付） 

第３条 市長は、設立の認証があった日から６月を経過しても、なお法第13条第２項

で定める設立登記完了届出書を提出しない申請者がいるときは、管轄する登記所に

おいて設立の登記の有無を確認し、設立の登記をしていることが明らかとなった申

請者がいるときは、当該申請者に対し、設立登記完了届出書の提出を促す督促書を

送付するものとする。 

２ 前項の規定による督促書は、当該申請者の住所に送付するものとする。 

 

 （認証の取消し） 

第４条 市長は、前条により設立の登記の有無を確認した結果、設立の認証があった

日から６月を経過しても登記をしていないことが明らかとなった申請者がいるとき

は、法第13条第３項の規定によりその認証を取り消すとともに、当該申請者に対し、

その旨を通知するものとする。 

２ 前項の通知は、当該申請者の住所に送付するものとする。 

３ その他設立未登記法人に係る手続については、行政手続法（平成５年法律第88

号）及び横浜市聴聞規則（平成６年９月横浜市規則第88号）に従い行うものとする。 

 

 （市民への情報提供） 

第５条 市長は、法第13条第３項の規定による認証の取消しを行った場合は、次に掲

げる事項について、市ホームページに掲載するものとする。 

 (1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 (2) 認証の取消しに至った理由 

 

 （現存証明書の交付） 

第６条 設立の認証があった日から６月を経過したため、法第12条の規定により市長

から交付を受けた設立の認証の通知が、管轄する登記所から認証書として認められ

ず、かつ、登記を行いたい申請者は、特定非営利活動法人現存証明書交付申請書

（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書が提出されたときは、特定非営利活動法人現存証明書（第

２号様式）を交付するものとする。 



 

   附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成26年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の規定は、この要綱の施行の際現に設立登記完了届出書を提出していな

い特定非営利活動法人の取扱いについても適用する。 

 

附則 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和３年９月８日から施行する。 

 



第１号様式（第６条第１項） 

 

特定非営利活動法人現存証明書交付申請書 

 

  年  月  日  

（申請先） 

  横浜市長 

 

申請者 住所又は居所              

氏    名             

電 話 番 号              

ＦＡＸ番号              

 

次の特定非営利活動法人の登記を行うため、現存証明書の交付を依頼します。  

 

特定非営利活動法人の名称  

代 表 者 の 氏 名  

主 た る 事務 所 の 所在 地  

その他の事務所の所在地  

設 立 認 証 年 月 日  

（注意） 申請には、この申請書に「特定非営利活動法人設立認証通知書」の写し

を添付してください。 

 

（Ａ４） 



第２号様式（第６条第２項） 

 

横浜市   第   号   

年  月  日   

 

住所又は居所 

氏    名         様 

 

 

 

横浜市長        印  

 

特定非営利活動法人現存証明書 

 

 

次の特定非営利活動法人については、特定非営利活動促進法第 12 条第１項の規定に基

づき認証された法人であることを証明いたします。 

 

特定非営利活動法人の名称  

代 表 者 の 氏 名  

主 た る 事務 所 の 所在 地  

その他の事務所の所在地  

設 立 認 証 年 月 日  

（注意） 特定非営利活動法人は、この通知の日から２週間以内に法人設立の登記

をすることによって成立します。 

 

 

（Ａ４） 


